
女性自衛官の配置制限

「母性の保護」、「近接戦闘における戦闘（作戦）効率の維持」、「男女間

のプライバシー確保」及び「経済的効率性」を総合的に勘案し、当面の間、女

性自衛官を制限する配置は次のとおりとする。

○ 陸上自衛隊

普通科中隊、戦車中隊、偵察隊、施設中隊、

特殊武器（化学）防護隊の一部、坑道中隊 等

○ 海上自衛隊

潜水艦

ただし、開放されている配置であっても、部隊等の運用や施設・

設備の整備状況等により、制限されている配置と同様の状態・状況

にある場合は、それらが解消するまで配置を留保する。
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